
大和都市計画 高度地区（田原本町決定） 

 

種類 面積 建築物の高さの最高限度 備考 

１０ｍ高度地区 約 15.3 ha 

建築物の高さ（建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号）第２条第１項第６号に定める高さによ

る。以下同じ。）は、その最高限度を１０ｍとする。 

 

１５ｍ高度地区 約 187.8 ha 建築物の高さは、その最高限度を１５ｍとする。  

１５ｍ高度地区 約 70.9 ha 建築物の高さは、その最高限度を１５ｍとする。 
勾配屋根

強化型 

２０ｍ高度地区 約 76.1 ha 建築物の高さは、その最高限度を２０ｍとする。  

３１ｍ高度地区 約 12.0 ha 建築物の高さは、その最高限度を３１ｍとする。  

合計 約 362.1ha   

Ⅰ．既存不適格建築物等の適用除外 

１ これらの高度地区が指定された際当該地区内に現に存する建築物については、その高さが当 

該地区内における建築物の高さの最高限度を超える場合であっても、これを超えない建築物と 

みなす。 

ただし、当該指定後の増築等により当該最高限度を超えることとなる部分については、この 

限りではない。 

２ 前項の規定は、従前に適用されていた高度地区内における建築物の高さの最高限度のいずれ 

についても、その高さが超えていた建築物には、適用しない。 

３ 前項の規定において、高度地区内における建築物の高さの最高限度が適用されていなかった 

建築物について、これが新たに適用されたことにより、その高さが当該最高限度を超えること 

となった場合については 、超えていなかったものとみなす。 

４ 第一項の規定において、当該地区内に現に存する建築物には、当該地区が指定された際当該 

地区内において現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を含むものとする。 

５ 前項の規定は、第三項の場合について準用する。この場合において、「第一項」とあるのは「第 

三項」と、「当該地区内に現に存する建築物」とあるのは、「高度地区内における建築物の高さの 

最高限度が適用されていなかった建築物」と、「当該地区が指定された際」とあるのは「これが 

新たに適用された際」と読み替えるものとする。 

Ⅱ．許可による特例 

   田原本町長が周囲の環境上、景観上支障がないと認め、田原本町都市計画審議会の了承を得 

て許可した場合は、その許可の範囲内において上記の制限を越えることができる。 

 

資料４ 



º
第

1
種

住
居

地
域

2
0
0

6
0

º
第

1
種

中
高

層
住

居
専

用
地

域

2
0
0

6
0

º
第

1
種

中
高

層
住

居
専

用
地

域

2
0
0

6
0 50

Ｗ

49
.8

47
.7

51
.0

48
.4

47
.8

47
.9

48
.0

48
.1

48
.2

48
.3

48
.5

48
.6

48
.7

48
.8

49
.0

47
.2

47
.4

51
.4

51
.3

51
.1

48
.9

50
.9

47
.5

47
.6

49
.6

49
.5

49
.4

49
.3

町
民

ホ
ー
ル

天
神
社

南
八
尾

稲
荷
神
社

茶
屋
前
橋

新
町

八
尾
池
之
内

第
１
児
童
公
園

新
町
児
童
公
園

田
原
本
町
役
場

新
町
緑
地
公
園

田
原
本
警
察
署

49
.7

田
原
本
小
学
校

田
原
本
幼
稚
園

48
.5

48
.2

48
.2

48
.6

47
.8

48
.6

48
.0

48
.5

49
.0

48
.5

48
.0

51
.4

48
.4

49
.6

47
.9

48
.4

49
.4

48
.6

48
.4

48
.4

48
.1

51
.3

48
.5

48
.8

新
町

49
.3

47
.9

48
.4

第
１
児
童
公
園

48
.6

49
.0

48
.2

48
.5

48
.3

48
.4

47
.8

48
.4

48
.3

49
.6

51
.3

48
.3

48
.1

47
.7

48
.4

48
.0

47
.7

48
.1

47
.9

48
.3

48
.3 48
.6

48
.3

48
.3

47
.2

47
.9

47
.9

48
.1

48
.2

48
.3

48
.3

48
.8

48
.048
.1

48
.5

48
.1

48
.2

48
.6

47
.8

48
.6

48
.9

　
プ 　
　
｜ 　
　
ル 　

　
妙 　
　
勝 　
　
寺 　

　
長 　
　
顕 　
　
寺 　

　
中 　 　
川 　

　
稲 　
　
荷 　
　
神 　
　
社 　

　
阪 　
　
手 　
　
西 　
　
児 　
　
童 　
　
公 　
　
園 　

　
Ｎ 　
　
Ｔ 　
　
Ｔ 　
　
田 　
　
原 　
　
本 　
　
ビ 　
　
ル 　

　
原 　 　本 　 　
線 　

º
商

業
地

域

4
0
0

8
0

48
.3

51
.9

51
.8

高
橋

八
尾

八
尾

近
鉄
田
原
本
線

48
.5

　
テ

　
コ 　

　
近 　 　
鉄 　 　
田 　

種
　

　
　

類
色

 別
建

ぺ
い

率
容

積
率

高
度

地
区

準
防

火
地

域
備

　
考

第
1種

低
層

住
居

専
用

地
域

第
1種

中
高

層
住

居
専

用
地

域

第
1

種
住

居
地

域

近
隣

商
業

地
域

商
業

地
域

準
工

業
地

域

50
80

60
20

0

60
20

0

60
20

0

80
20

0

80
40

0

1
0
m

高
度

地
区

1
5
m

高
度

地
区

1
5
m

高
度

地
区

2
0
m

高
度

地
区

3
1
m

高
度

地
区

準
防

火

1
5
m

高
度

地
区

2
0
m

高
度

地
区

準
防

火

壁
面

後
退

距
離

１
m

建
築

物
の

高
さ

の
限

度
10

m

都
市

計
画

道
路

市
街

化
区

域

60 60 80

20
0

20
0

20
0

（勾
配

屋
根

強
化

型
）

1
5
m

高
度

地
区

（勾
配

屋
根

強
化

型
）

準
防

火

凡
例

公
園

自
転

車
駐

車
場

地
区

計
画

区
域

権
利
関
係
に
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

田
 原

 本
 町

 都
 市

 計
 画

 図

1
:2
,5
00

0
20

40
60

80
10

ｍ

²

LG-0090
折れ線

LG-0090
長方形

LG-0090
タイプライターテキスト
該当区域

LG-0090
線

LG-0090
長方形

LG-0090
長方形

LG-0090
長方形




